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残留農薬規制における国際整合を推進するための研究 

研究分担報告書 

 

後作物由来食品を対象とした MRL 設定の国際整合に関する研究 

 

 研究分担者 清家伸康    国立研究開発法人  農業・食品産業技術総合研究機構 

                    農業環境研究部門 化学物質リスク研究領域 

 研究要旨 

海外機関（EU および US EPA）における農薬の後作物残留に関するガイダンス等の情報

を入手、解析した。 

EU では、EU 委員会規則 283/2013 および EU 委員会規則 284/2013 に後作物残留に関す

るガイダンスが記載されていた。第 1 段階として後作物代謝試験が要求され、必要に応じ

て第 2 段階として限定した後作物残留試験が要求された後、必要に応じ MRL 設定が実施

される。試験ガイドラインは EU 委員会連絡  2013/C95/01 および EU 委員会連絡 

2013/C95/02 に示されていたが、基本的には OECD ガイドラインを参照していた。すなわ

ち第 1 段階としての後作物代謝試験では、ポットに充填した土壌に農薬の最大施用量相当

の標識化合物を処理し、栽培場面に応じたエージング期間後に、葉菜類、根菜類および穀

類の 3 種類からそれぞれの代表作物を作付け、収穫期まで試験を実施する。その結果、全

放射性残留量 （TRR） が 0.01 mg/kg 以上の場合等では、第 2 段階として後作物残留試験

が要求される。後作物残留試験方法は、ほ場で実施されることおよび標識化合物を用いな

いこと以外は後作物代謝試験と同様である。MRL 設定が必要な場合、MRL 設定対象の代

表作物を後作物として残留試験を行うことになる。 

一方 US EPA では、Code of Federal Regulation（CFR）に農薬の評価に係る試験要求の条

件が示され、OPPTS Harmonized Test Guideline に試験条件等が示されている。US EPA の農

薬の後作物残留に関するガイダンスおよび試験条件は OECD と概ね同様であったが、

OECD 加盟国のほとんどは主要作物と後作物由来食品で共通の MRL を設定しているのに

対し、米国では主要作物とは別の後作物 MRL を設定している点に注意が必要である。 

本年度および昨年度の結果から、国際整合の観点から後作物由来食品を対象とした

MRL 設定は、OECD ガイダンスおよびテストガイドラインに準拠することが合理的であ

ると思われた。 
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研究協力者 

なし 

 

A. 研究目的 

前作で使用した農薬が土壌に残留し、

次作の農作物が吸収する「後作物残留」が

報告されている。食品衛生法における残

留基準を超過した場合、当該農作物の出

荷停止や回収等の緊急対応を余儀なくさ

れ、極めて大きな経済的損失を被ること

になる。 

欧米諸国では大規模農場でクロップロ

ーテーション（例えば 1 つのほ場を 4 区

画に区切り、1 年目はそれぞれの区画で作

物 A、作物 B、作物 C、作物 D を栽培。2

年目は 1 区画ずつずらし作物 B、作物 C、

作物 D、作物 A を栽培。同一区画で同一

の農作物の連作を避ける栽培方法）が行

われている。そのため、使用する農薬が限

定されるとともに、Plant Back Interval（前

作での農薬の最終散布から次の農作物の

作付けまでの期間、PBI）を十分確保する

ことが可能である。しかし、我が国の農業

体系は、小規模農場で多様な作物を栽培

し、多種類の農薬を使用する。さらに、同

一のほ場で 1 年間に復数回（例えば 4 回

程度）農作物を栽培することがあり、十分

な PBI を確保できない場合があるため、

農薬の登録制度において、後作物残留の

発生を未然に防ぐ仕組み作りが必要であ

る。一方、科学的な原理・原則と国際標準

の考え方に基づく最大残留基準値(MRL)

の設定等の国際整合の観点は重要である。

そこで本研究では、我が国および海外機

関における農薬の後作物残留に関するガ

イダンスに関する情報を比較しつつ、国

際整合を考慮した我が国における後作物

MRL 設定を提案することを目的とした。

本年度は、欧州連合（以下 EU と略記）お

よび米国（以下 US EPA と略記）における

農薬の後作物残留に関するガイダンス等

の情報を入手、解析した。 

 

B. 研究方法 

B-1.  EU における農薬の後作物残留に関

するガイダンス 

EU におけるガイダンス文書およびテ

ストガイドラインを調査し、概要を整理

した。 

B-2.  US EPA における農薬の後作物残留

に関するガイダンス 

 US EPA におけるガイダンス文書およ

びテストガイドラインを調査し、概要を

整理した。 

B-3. 我が国と海外機関（OECD、EU、US 

EPA）の比較 

 昨年度の結果も含め、4 つの国（機関）

における制度を、試験要求のためのトリ

ガーおよび試験結果の評価の観点から比

較した。 
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C. D.  結果及び考察 

CD-1.  EU における農薬の後作物残留に

関するガイダンス 

EU における農薬登録に係る制度は、

「植物防疫剤の販売に関する理事会指令 

91/414/EEC、 AnnexⅡ part A、 Appendix 

C」26)（以下「旧ガイドライン」と略記）

1）に示され、これに後作物残留試験の試験

要求の条件および評価スキームが示され

ていた。その後、2009 年に「植物防疫剤

の販売ならびに理事会指令 79/117EEC お

よび 91/414EEC の廃止に関する欧州議会

および理事会規則（EC）No 1107/2009」25)

（以下「規則 1107/2009」と略記 ）2）にお

いて改正版が示された。規則 1107/2009

における農薬の後作物残留に関する制度

の概要を図 1 に示す。試験要求の条件は

規則 1107/2009 の下位法令（EU 委員会規

則  283/2013 および EU 委員会規則 

284/2013）に示されている。残留物（親化

合物またはその分解物）が土壌に残留す

る場合、後作物代謝試験が要求される。後

作物代謝試験の結果、全放射性残留量 

（TRR）が 0.01 mg/kg を超える場合、後

作物残留試験が要求される。 

テストガイドラインは規則 1107/2009

の下位法令（EU 委員会連絡 2013/C95/01

および EU 委員会連絡 2013/C95/02）に示

されている。なお、試験要求の条件は

OECD ガイダンス（GD No.64）、テストガ

イドラインは OECD テストガイドライン

（TG502 と TG504）を参考に作成した旨

が示されており、昨年度報告した OECD

テストガイドラインと同様である。しか

し鈴木ら 3)は、2016 年から 2018 年に EU

で評価された農薬 67 剤のうち 9 剤で後作

物代謝試験の実施が不要とされていたこ

と、そのうち 4 剤は，室内試験および圃

場試験における土壌中濃度の 90％減期

（DT90）が 100 日未満であることを根拠

にしていた、と報告している。すなわち、

一律で後作物代謝試験を実施しているわ

けではなく、トリガー（ここでは土壌中濃

度の DT90 が 100 日未満か否か）を設定

して後作物代謝試験の要・不要を判断し

ていることを示している。 

2009 年以前の EU では、「植物防疫剤の

販売に関する理事会指令  91/414/EEC, 

AnnexⅡ part A, Appendix C」26)（以下「旧

ガイドライン」と略記）において、図 2 に

示すフローで後作物代謝試験の要・不要

を判断していた。まず、土壌中濃度の

DT90 が 100 日未満か否かを評価し（Step1

土壌残留性の評価）、100 日を超えるもの

については土壌中濃度を推定し（Step2 土

壌中濃度の評価）、0.001mg/kg を超えるも

のについては、作物中濃度を推定し（土壌

から作物への移行性の評価）、0.01mg/kg

を超える場合は後作物代謝試験を実施す

ることになる。 

以上のことから、EU では旧ガイドライ

ンに示された評価フローが後作物代謝試

験の実施トリガーとして運用されている

と推測され、後作物代謝試験以降に関し

ては OECD ガイダンスおよび OECD テス

トガイドラインに準じて運用されている
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と思われた。 

 

CD-2.  US EPA における農薬の後作物残

留に関するガイダンス 

米国では「米国連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤

法（The Federal Insecticide, Fungicide, and 

Rodenticide Act: FIFRA）」により農薬規制

に実施されており、US EPA の Code of 

Federal Regulation（CFR）に農薬の評価に

係る試験要求の条件が示され 4)、OPPTS 

Harmonized Test Guideline に試験条件等 5,6)

が示されていた（図 3）。US EPA でも第 1

段階として後作物代謝試験が要求され、

必要に応じて第 2 段階として限定した後

作物残留試験が要求されていた。米国を

参考に OECD のガイダンスドキュメント

とテストガイドラインが作成された経緯

もあり、米国と OECD の評価スキームは

概ね同様である。しかしOECD加盟国（EU

諸国を含む）のほとんどの国では主要作

物と後作物で共通の MRL を設定してい

るのに対し、米国では主要作物とは別に

後作物 MRL を設定している点に注意が

必要である。 

 

CD -3. 我が国と海外機関（OECD、EU、

US EPA）の比較 

 表 1 に後作物残留に関する評価の各国

（機関）比較を示す。後作物代謝試験（我

が国のみ後作物残留試験）要求のための

トリガーについて、OECD 以外は何らか

の要件を示している。EU の「土壌中 90%

減期 100 日以上でかつ土壌中濃度が

0.001mg/kg」、米国の「後作物に食用・飼

料用作物の作付けの可能性がある場合」

がトリガーされている。一方我が国では、

冬季雪で覆われる地域を除き、１つのほ

場で複数回作物を栽培する輪作が標準と

なっている。したがって、わが国ではこれ

らの基準を満たすことは容易でなく、実

効性はほとんどないと思われる。 

現在、OECD において農薬代謝物を含む

Residue Definition ガイダンスの改訂作業

が行われているなど、農薬代謝物の評価が

需要視されつつあることから、海外機関で

は基本的には後作物代謝試験が要求され

ていると考えても良い。我が国では「土壌

中半減期 100 日以上」というトリガーは存

在するが、後作物代謝試験要求のためのト

リガーではなく、後作物残留試験要求のた

めのトリガーであり、後作物残留に関する

評価に、特に代謝物評価おいて海外機関と

大きく異なっている。 

後作物代謝試験結果の評価に関しては、

海外機関はほぼ同一であり、残留物が

0.01 mg/kg 超か否かで後作物残留試験を

要求する、あるいは PBI 設定の可能性を

検討することになる。 

次いで行われる後作物残留試験結果の

評価に関しては、残留物が LOQ を超えた

場合、PBI 設定の可能性を検討、あるいは

MRL 設定を行うことになる。我が国では

後作物に関する MRL は存在せず、海外機

関との大きな相違点として挙げられる。 

 以上のことから、国際整合の観点から

後作物由来食品を対象とした MRL 設定
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については、OECD ガイダンスおよびテ

ストガイドラインに準拠することが合理

的であると思われた。 

 

E. 研究発表   

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

清家伸康:農薬の後作物残留の傾向-環境

省農薬残留対策総合調査の解析結果より-. 

第 47 回農薬残留分析・第 41 回農薬環境

科学合同研究会, 2024 年 11 月 11 日 
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図 1 EU における農薬の後作物残留に関する評価フロー 

EU
EU議会理事会規則 1107/2009

EU委員会規則 283/2013
EU委員会規則 284/2013

EU委員会連絡 2013/C95/01
EU委員会連絡 2013/C95/02

後作物残留試験

後作物代謝試験

・親化合物、分解物が土壌に残留する場合

OECDテストガイドライン
後作物代謝試験(TG502)
後作物残留試験(TG504)

OECDガイダンス
GD No.64

・永年作物、準永年作物は除外

トリガー

土壌中濃度の90％減期：
DT90≧100日

Step1 土壌残留性の評価

Step2 土壌中濃度の評価

土壌（0～20cm）中濃度:
推定値≧0.001mg/kg

Step3 土壌から作物への移行性の評価

作物中濃度:
推定値≧0.01mg/kg

後作物代謝試験

図 2 EU における旧ガイドラインにおける試験要求関するトリガー 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 後作物残留に関する評価の各国（機関）比較 

図 3 US-EPA における農薬の後作物残留に関する評価フロー 

US-EPA

後作物残留試験

後作物代謝試験

・後作物に食用・飼料用作物の作付の可能性がある場合

・後作物代謝試験の結果、PBI（Plant Back Interval）を設けても
0.01ppm以上残留する場合
・毒性学的懸念のある代謝物が作物中に残留する場合

テストガイドライン
後作物代謝試験 OPPTS860, 1850
後作物残留試験 OPPTS860, 1900

法律： The Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act: FIFRA

農薬の評価に係る試験要求の条件、テストガイドライン：
Code of Federal Regulation （CFR）

・永年作物、準永年作物は除外

米国EUOECD日本評価の段階

―
・土壌中90%減期が100日以上*1

・土壌中濃度が0.001mg/kg*1，2

・作物中濃度が0.01mg/kg*1，2
―・土壌中半減期100日以上試験（代謝・）要

求のトリガー

・残留物が0.01 mg/kg超か否か
・PBI設定の可能性を検討

・残留物が0.01 mg/kg超か否か
・PBI設定の可能性を検討

・残留物が0.01 mg/kg超か否か
・PBI設定の可能性を検討・要求なし後作物代謝試験の

評価

・残留物がLOQ*3超か否か
・PBI設定の可能性を検討
・MRL設定

・残留物がLOQ*3超か否か
・PBI設定の可能性を検討
・MRL設定

・残留物がLOQ*3超か否か
・PBI設定の可能性を検討
・MRL設定

・土壌半減期が180日以上の場
合、残留物が0.01mg/kgを超
えないこと
・土壌半減期が180日未満の場
合、残留物がMRLまたは
0.01mg/kgを超えないこと

後作物残留試験の
評価

*1 旧ガイドラインに準じて運用
*2 推定値

*3 ほとんどの場合、0.01mg/kg


